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特別支援学級在籍児童生徒数（小・中学校）
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「特別支援学級在籍者数の全校児童生徒数に占める割合」

R６全国平均 小学校 ４.７％ 中学校 ３.６％

R６沖縄県平均 小学校 ６.９％ 中学校 ５.５％
（6,７８０人） （２，６１１人）

（学校基本調査）

小中学校 特別支援学級の状況

※ R6年度 １校に特別支援学級が５学級以上ある学校 → 小学校１２６校（４８．８％）、中学校45校（３１．２％）
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県立特別支援学校高等部志願前相談者数 （高等支援を除く）

令和８年度 ４９８名 （昨年度より４６名増）

※志願者は、複数校に志願前相談を受けることが可能
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過去5年の特別支援学校高等部志願前相談の状況
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特別支援学級及び通級による指導の
適切な運用について（通知）

【令和４年４月２７日付 ４文科初第３７５号通知】

〇 交流及び共同学習は、インクルーシブ教育システムの理念の
     構築においては、「交流」の側面と「共同学習」の側面を
     分かちがたいものとして捉えて推進していく必要。

〇 特別支援学級に在籍する児童生徒が、大半の時間を交流及び
     共同学習として通常の学級で学び、特別支援学級において
     障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた指導を
     十分に受けていない事例があることが明らかとなった。

〇 こうした状況を含め、交流及び共同学習の在り方を含め、
     特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について
     改めて周知。
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「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について【通知】」

（令和４年４月２７日付 ４文科初第３７５号通知）

１．特別支援学級又は通級による指導のいずれにおいて教育を行うべきかの判断について   
      通級による指導の対象となる児童生徒について、その児童生徒が通学する小・中学校等に通級による指導の場

を設けることが容易ではない場合に、安易に特別支援学級を開設することは適切とは言えないこと。

２．特別支援学級に在籍する児童生徒の交流及び共同学習の時数について
特別支援学級に在籍児童生徒については、原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級に

        おいて児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた授業を行うこと。

３．特別支援学級に在籍する児童生徒の自立活動の時数について 自立活動時数の確保。

４．通級による指導の更なる活用について

        専門性の高い通級による指導を受けられるよう、自校通級や巡回指導を一層推進。
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「通常学級における障害のある児童生徒等への支援の充実について」
障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告(概要)（令和５年３月13日）

○校内委員会の機能強化 校内委員会の再点検、障害者理解教育の推進。

「通常の学級でできうる支援策を検討した上で、通級による指導や特別支援学級の必要性を検討」

・ わかりやすい授業の工夫・個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成と活用

・ ICTの活用、合理的配慮・特別支援教育支援員・専門家等からの支援

○通級による指導の充実 本人や保護者が仕組みや意義等を理解した上で、指導を

                                             受けることが重要

 ・ 自校通級や巡回指導を促進・自立活動の意義と指導の基本を改めて周知

○特別支援学校のセンター的機能の充実 特別支援教育に関する専門的な知見や

  経験等を有する特別支援学校からの小中高等学校への支援を充実
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特別支援教育に係る支援資料等の周知について 令和7年度 県教育委員会

〇 県第1277号 令和７年９月16日
１ 学校における合理的配慮ハンドブック
～障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を踏まえて～

２ 校内支援体制の充実に向けて
～校内委員会の機能強化と教育的ニーズに応じた指導・支援～

〇 教県第８２９号 令和７年７月17日
中学校から高等学校への支援情報の引継ぎについて（周知）

〇 教県第873号 令和７年７月10日
読字障害におけるルビ振り等の配慮について（通知）

〇 事 務 連 絡 令和７年６月26日
県立特別支援学校高等部（知的）志願前相談チェックリストの

活用について（通知）

〇 教県第８３１ 号 令和７年７月８日
多様な学びの場のチェックリストについて（通知）
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幼稚園
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特別支援学校

① 特別支援教育コーディネーター養成研修

② 幼稚園・認定こども園特別支援教育実践推進研修

③ 高等学校特別支援教育 実践推進研修
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１ インクルーシブ教育システム実践推進研修

② 一般教員研修① 管理職悉皆研修

④ 特別支援学級・通級指導教室 担当者研修

⑤ 合理的配慮に基づくＩＣＴ教育推進研修

③ 特別支援教育総合推進事業運営協議会

② 特別支援教育市町村 連絡協議会

① 巡回アドバイザー派遣 専門家チーム派遣

④ 県立高等学校 通級による指導の推進
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医療的ケアについて

「医療的ケア看護職員配置事業」【文部科学省】（令和７年度）

医療的ケア看護職員の配置 4,562百万円（4,037百万円）拡充 4,550人分⇒4,900人分（＋350人）

〈補助対象〉都道府県・市区町村・学校法人（幼、小中高特支）
〈補助割合〉国：1/3 補助対象事業者：2/3

教育支援体制整備事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実事業）

医療的ケア看護職員配置事業を活用している市町村 17市町村
〈医療的ケア児数〉 幼９名 小50名 中５名 合計64名 看護職員68名を配置

①市町村立小中学校（R7）

医療的ケア実施特別支援学校 12校 〈医療的ケア児数〉合計112名 看護職員53名を配置

②県立特別支援学校（R7）

市町村立小中学校・特別支援学校における看護職員配置状況
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県による医療的ケアに係る市町村支援について （県立学校教育課）

学校における看護師等の人材確保及び質の向上について

市町村の財政負担について

学校における医療的ケア実施体制整備に係る今後の方向性

• 小中学校における看護職員の人材確保について、県教育委員会としてハローワークや沖縄県ナースセンターなどの就職支援サー
ビス機関と連携して情報収集を行い、市町村の支援に努める。

• 学校における医療的ケアについては、看護師に加え、指定研修を受講し、認定を受けた介護職員及び支援員等も対応できることか
ら、県教育委員会が実施する喀痰（かくたん）吸引等研修の対象者を拡充し、市町村の介護職員及び学校における支援員等も参加
できるようする。

• 市町村における看護師等の質の向上については、県教育委員会が行う看護職員研修や沖縄県看護協会が行う研修、医療的ケアの
関係機関等の研修へ参加を促し、学校における医療的ケアの専門性向上を図る。

• 医療的ケア看護職員配置事業に係る市町村負担分については、地方交付税において財政措置がなされているところであるが、
全国知事会及び全国都道府県教育長協議会を通して国庫補助率の引上げなど、財政措置の拡充について国に要望している。

• また、九州地方教育長協議会及び全国都道府県教育長協議会を通して、学校教育法施行規則で学校職員と位置付けられた医療的
ケア看護職員を義務標準法及び高校標準法において算定するなど、学校における医療的ケア実施体制の充実に取り組むことに
ついて、国に要望している。

• 今後とも、全国知事会及び全国都道府県教育長協議会、九州地方教育長協議会を通して、医療的ケア看護職員の定数化、国庫補
助率の引上げなど、財政措置の拡充について国に要望していく。

• 県教育委員会としては「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」を踏まえ、安全安心な医療的ケアの体制整備に
向け、引き続き、各市町村と連携し、医療的ケア児の支援体制の充実を図っていく。
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